
31 健介保第2167号 

令和 2年 3月 18 日 

通所介護事業所        管理者 様 

認知症対応型通所介護事業所  管理者 様 

地域密着型通所介護事業所   管理者 様 

名古屋市健康福祉局長 

通所介護事業所等に対する休業要請の終了について 

 この度は急な休業要請にもかかわらず、丁寧にご対応いただき、誠にありが

とうございました。 

さて、みだしの件につきまして、令和 2 年 3 月 6 日付31健介保第2090号文書

にて14日間の休業を要請していたところですが、今回の休業要請期間は、当初

のご案内通り令和 2 年 3 月 20 日（金）をもって終了といたします。ただし、休

業開始日が遅れた場合には、実際に休業した日から14日間といたします。 

 なお、サービス提供の再開にあたりましては、別添の「社会福祉施設等にお

ける感染拡大防止のための留意点について」（令和 2年 3月 6日厚生労働省健

康局結核感染症課ほか連名事務連絡 抜すい）等をご参照いただくなど、引き

続き感染症拡大防止をはじめとする衛生管理等にご留意ください。 

また、  3  月 12 日（木）に国から届けられました再利用可能な布製マスクに

つきましては、この度休業を要請いたしました南区及び緑区の事業所のみなさ

まに、後日お届けする予定としていますのでご活用ください。 

（問合先） 

介護保険サービスに関すること 

健康福祉局高齢福祉部介護保険課 

電話 972-3087 

新型コロナウイルス感染症に関すること 

健康福祉局健康部感染症対策室 

電話 972-2631 
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